
 

牛海綿状脳症（BSE）スクリーニング検査の 

全頭検査の見直しについて 

 

 

【本県の方針】 

平成１３年９月に千葉県で国内初のＢＳＥ感染牛が確認され、同年１０月から全国の自治体で

ＢＳＥスクリーニング検査の全頭検査を実施してきましたが、次の理由からＢＳＥスクリーニン

グ検査の全頭検査を見直し、本年７月１日から検査対象を４８か月齢超の牛のみとします。 

 

 

○ 平成２５年５月１３日、国の食品安全委員会が「と畜場における検査対象月齢を４８か月齢

超に引き上げたとしても、人への健康影響は無視できる」との評価書を提出した。 

 

○ ５月２８日、ＯＩＥ（国際獣疫事務局）が日本をいわゆるＢＳＥ清浄国（無視できるリスク

の国）として国際的に認定した。 

 

○ 全国のほぼ全ての自治体がＢＳＥスクリーニング検査の全頭検査を見直す方針であること

が確認できた。 

・７５自治体中７２の自治体で見直す方針 

  

○ 本県において、６月２１日にリスクコミュニケーション※の機会として「食の安全・安心を

語る会」を開催したところ、ＢＳＥ対策の見直しについて理解が得られた。 

※ 関係者がリスクについて情報を共有し、意見や情報の交換を通じて相互理解を図ること。 

 

 

 

 （参考）過去３年間のＢＳＥスクリーニング検査頭数 

 

 

 

 

 

・ 本県では、平成１３年１０月からの全頭検査以来、これまでＢＳＥ感染牛は確認されていません。 

 

 

問い合せ先 

 

 

 

   平成２５年６月２５日 

 記者発表資料 

年度 牛検査頭数 ４８か月齢以上 

Ｈ２２ ５,２６１頭 ２５．５％ 

Ｈ２３ ４,４７７頭 １９．１％ 

Ｈ２４ ４,２８２頭 ２２．７％ 
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